
様式第３号(第９条関係) 

 

  年度香川県県内中小企業設備投資資金利子補給補助金交付申請兼実績報告書 

 

年   月   日 

香川県知事 殿 

（申請者）住 所〒 

 

名 称 

代表者               

 

    年  月  日付け  第   号で香川県県内中小企業設備投資資金利子補給

補助金交付対象者の確認を受けたものについて、香川県県内中小企業設備投資資金利子補

給補助金交付要綱第９条の規定に基づき交付申請兼実績報告書を提出します。 

 

記 

 

１ 補助金交付申請額                  円 

 

 

２ 補助金算定期間     年  月  日 ～     年  月  日 

 

 

３ 実績報告及び補助金交付申請額の計算 

別紙のとおり 

 

 

※ 添付資料 

・様式第５号による金融機関で発行する支払利子証明書 

・直近１か月以内に発行された県税の納税証明書（入札参加資格審査等申請用（全税

目）） 

・直近の決算書の写し 

 

※ BCP策定期限（補助金交付対象者の確認後、２回目に到来する交付申請兼実績報告書の提出期限）までに BCPを策

定していない場合は、２回目以降の交付申請兼実績報告書を提出することができない。 

  



（別紙） 

１ 実績報告 

① 補助金対象借入金額              円 

② 借 入 金 額               円 

 

No. 金融機関名 ③支払利子額 

④補助金対象利子支払額 

［③×（①／②）］※ 

（１円未満切捨て） 

⑤年利率 

          円           円    ％ 

          円           円    ％ 

          円           円    ％ 

          円           円    ％ 

※ 補助金対象利子支払額は、年利率が算定期間内に複数ある場合、その同率年利率において支 

払われた利子の合計額を記入する。 

 

２ 補助金交付申請額計算 

（１）算定期間内の合計額  

No. 
④×（１％／⑤）※ 

（１円未満切捨て） 

          円 

          円 

          円 

          円 

⑥合計額                   円 

※ ⑤が１％を超えない場合は、⑤を１％  

とする。 

（２）補助率による計算 

 

 

 

 

 

 

 

（３）補助金交付申請額 

⑦と算定期間内の支払月数に応じた 100万円/年の上限額（上記「補助金交付の上限額表」

のとおり）とどちらか低い方を補助金交付申請額とする。ただし、香川県中小企業 BCP優良取

組事業所（補助金交付対象者確認書の文書日付が H31.4.1以降である場合に限る。）又はかが

わ地方創生 SDGs登録事業者（補助金交付対象者確認書の文書日付が R5.4.1以降である場合に

限る。）については、200万円/年の欄の上限額を適用する。 

 

補助金交付申請額                     円  

記入欄が不足する場合は、適宜、追加してください。

 

 

◎補助金交付の上限額表（（３）関係） 

支払 

月数 
100万円/年 200万円/年 

１ 83,333円 166,666円 

２ 166,666円 333,333円 

３ 250,000円 500,000円 

４ 333,333円 666,666円 

５ 416,666円 833,333円 

６ 500,000円 1,000,000円 

７ 583,333円 1,166,666円 

８ 666,666円 1,333,333円 

９ 750,000円 1,500,000円 

10 833,333円 1,666,666円 

11 916,666円 1,833,333円 

12 1,000,000円 2,000,000円 

※ 支払月数とは、補助金対象利子の対象と

なる月数とする。 

   

ア 確認書日付が R4.4.1以降である場合 

⑥×３／４ 
⑦         円 

（１円未満切捨て） 

イ 確認書日付が R4.3.31以前である場合 

⑥×10／10 
⑦         円 

（⑥と同額） 

 


